
大和郡山の魅力をPR

オリジナル年賀ハガキ を発売します！

●災害時避難行動要支援者制度とは
地震・洪水など災害の時､一人で避難するのが難

しい人について、あらかじめ申請により名簿に登録し
ておき、いざという時には、その
名簿にもとづいて、自治会など
の自主防災組織などによる地域
で避難行動の支援を受けやすく
できるようにする仕組みです。

●制度の名称と内容が一部変わりました
　Q.何が変わったんですか？
　 A.情報提供できる支援者が増えました

旧制度 新制度
「自主防災組織（自治会）」
「民生委員」「児童委員」

「自主防災組織（自治会）」
「民生委員」「児童委員」
「警察署」「消防署」
｢消防団｣「社会福祉協議会」

変更に伴い、｢災害時要援護者登録申請書｣に以前
同意をいただいた人に、新しい制度の同意書をお
送りしています。引き続き、いざという時の支援
を受けるために、同意していただき返信用封筒で
送付してください。

　昨年に引き続き、金魚やお城などをデザインした大和郡山市オリジナルデザインの
年賀ハガキを計3万枚発売します。年賀ハガキを通して全国にPR！
ぜひご利用ください。

販 売場所＝市役所企画政策課（２階203番窓口）･	
元気城下町プラザ（イオンモール大和郡山2階）･	
元気城下町ぷらっと（アピタ大和郡山店2階）
販売開始日＝11月7日（月）9時から、売り切れまで
※元気城下町プラザでの販売は10時から。
ハガキの仕様＝宛名面にオリジナルデザイン
　（金魚など）をカラー印刷、裏面は無地
※今回は、普通紙での販売となります 
　（インクジェット用紙ではありません）。
販売価格･枚数＝1枚52円、1人200枚まで
問合せ＝企画政策課（内線246）

　Q.	前の制度で同意していなければ、	
	新しい制度の支援は受けられないの？

　 A.そんなことはありません
　	｢要援護者登録申請書｣で同意されな
かった人でも、現在高齢者のみの世
帯、要介護３以上や身体障がい者の人
などは、新しい制度の申し込みができ
ます。登録を希望する人は、市役所市
民安全課にご相談ください。

※お願い
　	　この制度は、主に普段からの地域の助け合い
「共助」で成り立っています。
　	　災害の状況によっては、必ず支援が受けられ
るとは限らず、また、支援する人が責任を負うも
のでもありません。

　	　このため、支援を希望する人は、常に自分の身
は自分で守る意識をもって、普段から積極的に
周囲の人とコミュニケーションを取るよう心が
けましょう。

問合せ＝市民安全課	防災統轄係（内線629）

災害時避難行動要支援者名簿について

11月 7日 月 販売開始！

災害時の要援護者登録をされているみなさんへ� 名称･制度が変わりました！

年賀ハガキイメージ
実際の物とは、デザインが多少

異なることがあります。

限定3万枚
デザイン2種
各1万5千枚
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